
第1回看護師の特定行為に係る 
指定研修機関意見交換会 

事例報告 
～研修へ派遣する立場から～ 

平成29年3月2日 
訪問看護ステーション愛美園 
所長 中島由美子 
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2.受講する特定行為 の決定 

3.指定研修機関の選定・研修中の研修生への
配慮 

4.特定行為研修修了後の実施状況 

5. 指定研修機関との連携 

6.まとめ 
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1.訪問看護ステーション愛美園の概要 

 ●所在地 
 茨城県桜川市大国玉2513-12 
 訪問可能地域は、桜川市（人口44,000人）、筑西市（人
口104,000人）,下妻市つくば市（重症心身障害児のみ） 

●スタッフ   
 看護師 10名 常勤換算 9．6名 
 理学療法士 1名  言語聴覚士  1名 
 ケアマネジャー 3名（専従） 
 事務員  1名 看護補助員 3名 
●利用者 138名/月 平成28年12月 
  0歳から101歳 母性以外のすべての領域を訪問して 
いる。18歳未満の利用者19名。 
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2.受講する特定行為の決定 

桜川市から見た
初夏の筑波山 
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1）茨城県桜川市の現状と課題 
 

①人口減少 
  人口増減率 －6.66％ 
②超高齢化 
  65歳以上 29.5％ 
③医師不足 
  人口10万人あたり医師数 
  103人（全国平均245人） 
④医師の高齢化 
   筑西下妻二次医療圏 
  （桜川市を含む） 
  60歳以上の医師34％ 
  （全国平均27.7％） 
  ※①～③日本医師会地域医療情報システムよりＨ29、1.26 
※④社会保障制度改革推進本部 医療・介護情報の分析・検討ワーキンググループ第7回資料4よりＨ29，1.26 

 

医師不足と医師の
高齢化が顕著 

 
 

医師の業務及び夜
間・祝日の緊急対
応等を少しでも、訪
問看護で分担でき

ないか？ 
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2）特定行為に関する利用者のニーズ 

●膀胱ろうカテーテル留置 

  胃ろうカテーテル留置 

 利用者12名（平成26年度） 

●気管カニューレ留置 

  利用者8名（平成26年度） 

  

●平成27年度新規利用
者144人中15人（10％）

が多発褥瘡。医師のタ
イムリーな訪問による
壊死組織の除去が困
難。治癒遅延の可能性
も。 

＜特定行為＞ 
●ろう孔管理関連 

●呼吸器（長期呼吸療
法に係るもの） 

＜特定行為＞ 
●創傷管理関連 

＜訪問看護ステーション愛美園在宅利用者の状況から＞ 
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※多発褥瘡の一例（訪問開始1ヶ月後） 
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3.指定研修機関の選定、 
研修中の研修生への配慮 

ママが撮影したナイスショットの1枚。ママの許可を得て掲載しています 8 



 １）指定研修機関：自治医科大学へ送り出しを続けている
理由 

 

 ・普段から、難病・小児・癌終末期患者等の訪問看護の依
頼があり信頼できる連携先病院であった。 

 ・就労継続しながら研修できる環境が整っていた。 

 ・研修生にとって通学できる範囲であった。 

 ・研修修了後のフォローアップが充実している。 

 ・当ステーションは医療的ケアを必要とする患児が多いた
め、小児科領域においても実習を受けられる機関を希望
していた。その点について実習の調整をしてもらえた。  
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2）研修中の配慮 

 

 ・週に12時間をe-learning受講時間とした。 

 ・受け持ちを減らし、実習中は待期当番は免除。 

 ・他のスタッフからは特に不満の声は挙がらず協力的だっ
た。 
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4.特定行為研修修了後の 
実施状況 
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1）手順書の作成と運用 

●手順書案は、厚生労働省ＨＰ「特定行為に係
る手順書例集」を基に担当教員のアドバイス
も受けながら研修生が作成した。 

  特定行為を実施する利用者ごとに主治医に

手渡し、内容確認の上で医師から手順書を
発行してもらっている。 

●手順書案と合わせて 「呼吸器（長期呼吸療

法に係るもの）管理関連」及び「ろう孔管理関
連」の特定行為研修修了看護師が愛美園に
在籍しそれらの行為を実施できることを周知
する ための説明書を作成した。 
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看護師特定行為 
手順書 

気管カニューレ用 
 



看護師特定行為の説明書（利用者用） 
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看護師特定行為の説明書（利用者用） 
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2）特定行為研修を修了したことに関する関係者へ
の周知及び活動に関する共有 

●特定行為を実施する利用者に対しては、説明と同意を
行う。 

 利用者と
家族に 
説明中！ 

※写真は許可
を得て使用し
ています 16 
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● 同法人・他法人の診療所（医師・看護師・事務員）及び 
 地域の多職種に対して周知活動を行った。 
  での報告を行った 
    

   
  

※地域の他法人診療所の医師に特定行為研修修了の報告と今後の 
  活動についての相談を行っている様子 
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患者名 特定行為 説明書 
サイン 
取得日 

実施回数 

Ａ氏 膀胱ろうカ
テーテル 
交換 

平成28年 
11月22日 

6回 

Ｂ氏 膀胱ろうカ
テーテル 
交換 

平成28年 
12月21日 

2回 

Ｃ氏 気管カュー
レ交換 

胃ろうカ
テーテル
交換 

平成29年 
1月19日 

1回 

3）特定行為実施状況 
平成28年10月～平成29年1月 

＜医師の指導を受けながら胃ろうカテーテル交換＞ 

※写真は許可を得て使用しています 



5.指定研修機関との連携 

 ●指定研修機関との連携は主に研修生を通じて行っ
た。 

 ●小児科領域における研修を依頼をしたところ、既定
外での実習時間を調整していただき感謝している。 

 ●「キャリア形成促進助成金」 の支給申請の提出書
類である履修証明書を作成していただいた。 

 ●研修生から研修の進捗状況の報告はあったが、研
修日程や予定については管理者も情報共有できると
良かった。 

 ●研修生は、研修修了後も担当教員の助言を受けて
おり、地域で自信を持って特定行為を実施している。 
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6.地域における成果と課題 
  

●特定行為修了看護師が、地域において、気管カニュ 
  ーレの交換や胃ろう・膀胱ろうのカテーテル交換を 安
全安楽に実施出来るようになった。 

 ●その結果として、医師との業務分担や夜間や祝日の 
  緊急対応を二重体制とすることに繋がった。  
 ● 看護師は特定行為における地域のニーズも把握する
必要があるのではないだろうか。 

     指定研修機関においても地域のニーズを踏まえた研
修の実施が望まれる。  

 ●今後の課題として・・・ 
  ①医師や住民等へのさらなる周知が必要である 
  ②緊急対応を考慮し同じ特定行為を複数の看護師 
   が実施出来る体制を整える必要がある 
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